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議案第 ５３ 号  

 

周南市市税条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和６年６月２４日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子        

 

周南市市税条例の一部を改正する条例 

周南市市税条例（平成15年周南市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

第34条の７第１項中「次に掲げる寄附金若しくは金銭（県内に事務所又は事業所を

有する法人又は団体に対して支出するものに限る。）」を「山口県税賦課徴収条例

（昭和25年山口県条例第39号）第27条の３第１項第３号に掲げる寄附金」に、「同項」

を「法第314条の７第１項」に改め、同項各号を削る。 

第48条第2項中「租税特別措置法第66条の７第４項」を「租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第66条の７第４項」に改める。 

第56条中「第64条第４項」を「第152条第５項」に、「准看護帥」を「准看護師」

に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

(１) 第56条の改正規定（「第64条第４項」を「第152条第５項」に改める部分に

限る。） 令和７年４月１日 

(２) 附則第４条の２を削る改正規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第

30号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日 
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（参  考）  

周南市市税条例新旧対照表  

現行  改正案  

（寄附金税額控除）  （寄附金税額控除）  

第 34条の７  所得割の納税義務者が、前年中に法第 314条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金

若しくは金銭（県内に事務所又は事業所を有する法人又は団

体に対して支出するものに限る。） を支出した場合には、同

項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が

前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出し

た場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算

した金額。以下この項において「控除額」という。）をその

者の第 34条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額

から控除するものとする。この場合において、当該控除額が

当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割

の額に相当する金額とする。  

第 34条の７  所得割の納税義務者が、前年中に法第 314条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は山口県税賦課徴収

条例（昭和 25年山口県条例第 39号）第 27条の３第１項第３号

に掲げる寄附金を支出した場合には、法第 314条の７第１項に

規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年

中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場

合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の

第 34条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該

所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額

に相当する金額とする。  

(１ ) 所得税法第 78条第２項第２号の規定に基づき財務大臣

が指定した寄附金  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿  

(２ ) 所得税法施行令（昭和 40年政令第 96号）第 217条第１号

に規定する独立行政法人に対する寄附金（出資に関する業

務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主

たる目的である業務に関連するものに限る。）  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ _ 

(３ ) 所得税法施行令第 217条第１号の２に規定する地方独立

行政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられる

ことが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である

業務に関連するものに限る。）  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ _ 
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現行  改正案  

(４ ) 所得税法施行令第 217条第２号に規定する法人に対する

寄附金（法第 314条の７第１項第２号に掲げるもの及び出資

に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当

該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。）  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

(５ ) 所得税法施行令第 217条第３号に規定する公益社団法人

及び公益財団法人に対する寄附金（出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目

的である業務に関連するものに限る。）  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ _ 

(６ ) 所得税法施行令第 217条第４号に規定する学校法人に対

する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らか

なものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連す

るものに限る。）  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ _ 

(７ ) 所得税法施行令第 217条第５号に規定する社会福祉法人

に対する寄附金（法第 314条の７第１項第２号に掲げるもの

及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを

除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに

限る。）  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿  

(８ ) 所得税法施行令第 217条第６号に規定する更生保護法人

に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明

らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関

連するものに限る。）  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ _ 

(９ ) 所得税法第 78条第３項に規定する特定公益信託（山口

県 知 事 又 は 山 口 県 教 育 委 員 会 の 所 管 に 属 す る も の に 限

る。）の信託財産とするために支出した金銭  

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

(10) 租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）第 41条の 18の ＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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現行  改正案  

２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その

寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出

資 に 関 す る 業 務 に 充 て ら れ る こ と が 明 ら か な も の を 除

く。）  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿  

２  （略）  ２  （略）  

  

（法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付）  

第 48条  （略）  第 48条  （略）  

２  法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有す

る法人（以下この条において「内国法人」という。）が、 租

税特別措置法第 66条の７第４項及び第 10項の規定の適用を受

ける場合には、法第 321条の８第 36項及び令第 48条の 12の２に

規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。  

２  法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有す

る法人（以下この条において「内国法人」という。）が、 租

税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）第 66条の７第４項及び

第 10項の規定の適用を受ける場合には、法第 321条の８第 36項

及び令第 48条の 12の２に規定するところにより、控除すべき

額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。  

３～ 16 （略）  ３～ 16 （略）  

  

第 56条  法第 348条第２項第９号、第９号の２若しくは第 12号の

固定資産又は同項第 16号の固定資産（独立行政法人労働者健

康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育

の用に供するものに限る。）について同項本文の規定の適用

を 受 け よ う と す る 者 は 、 土 地 に つ い て は 第 １ 号 及 び 第 ２ 号

に、家屋については第３号及び第４号に、償却資産について

は第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該

土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭

第 56条  法第 348条第２項第９号、第９号の２若しくは第 12号の

固定資産又は同項第 16号の固定資産（独立行政法人労働者健

康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育

の用に供するものに限る。）について同項本文の規定の適用

を 受 け よ う と す る 者 は 、 土 地 に つ い て は 第 １ 号 及 び 第 ２ 号

に、家屋については第３号及び第４号に、償却資産について

は第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該

土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭
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現行  改正案  

和 24年法律第 270号）第 64条第４項の法人、公益社団法人若し

くは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園

を設置するもの、医療法（昭和 23年法律第 205号）第 31条の公

的医療機関の開設者、令第 49条の 10第１項に規定する医療法

人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非

営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型

法人をいう。以下この条において同じ。）に該当するものに

限る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当するも

のに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全

機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国

家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護

師、准看護帥、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査

技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するも

の、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置する

もの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人

で博物館法（昭和 26年法律第 285号）第２条第１項の博物館を

設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術

の 研 究 を 目 的 と す る も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 学 校 法 人

等」という。）の所有に属しないものである場合においては

当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用

させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しな

ければならない。  

和 24年法律第 270号）第 152条第５項の法人、公益社団法人若

しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚

園を設置するもの、医療法（昭和 23年法律第 205号）第 31条の

公的医療機関の開設者、令第 49条の 10第１項に規定する医療

法 人 、 公 益 社 団 法 人 若 し く は 公 益 財 団 法 人 、 一 般 社 団 法 人

（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営

利型法人をいう。以下この条において同じ。）に該当するも

のに限る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当す

るものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康

安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しく

は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で

看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床

検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置す

るもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置

するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教

法人で博物館法（昭和 26年法律第 285号）第２条第１項の博物

館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で

学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法

人等」という。）の所有に属しないものである場合において

は当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使

用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出し

なければならない。  

(１ )～ (６ ) （略）  

 

(１ )～ (６ ) （略）  

 

附  則  附  則  
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現行  改正案  

（公益法人等に係る市民税の課税の特例）   

第４条の２  当分の間、租税特別措置法第 40条第３項後段（同

条第６項から第 10項まで及び第 11項（同条第 12項において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定によ

りみなして適用する場合を含む。）の規定の適用を受けた同

法第 40条第３項に規定する公益法人等（同条第６項から第 11

項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされ

る法人を含む。）を同条第３項に規定する贈与又は遺贈を行

った個人とみなして、令附則第３条の２の３で定めるところ

により、これに同項に規定する財産（同法第 40条第６項から

第 11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる

資産を含む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は

雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。  

 

 


